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Ⅰ 県立広島大学の教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 教育に関する取組 

 

１－１ 教育内容の質的向上・質的転換 

  

（１） 教育課程（プログラム）の見直し 

① 学部・学科等の再編 

■ ２０２０（平成３２）年４月の学部・学科等再編に向け，２０１９（平成３１）年

４月末までに，文部科学省に再編後の学部の設置を届け出るとともに，学部等再編推

進委員会及び各部局等が連携して，再編後の教育プログラムの運用開始に向けた調整

や意欲ある志願者の確保に向けた効果的な広報，入学者選抜，学生受入れ等に係る所

要の準備を全学的に行う。                         （１） 

 

② 人材育成目標及び学位授与方針等の見直し 

■ 入学者選抜状況，国家試験合格率を含む学修成果，求人・就職状況，実習施設での

学生に対する評価，卒業生に対する評価などに基づいて，必要があれば，各学部等の

人材育成目標の改定を行う。（各学部・学科等，総合教育センター） 
■ 全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻において，学部長・学科長や研究科長・

専攻長が中心となって，人材育成目標及び卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー），入学者受入れの

方針（アドミッション・ポリシー）について，妥当性と整合性を検証し，卒業（修了）

時の学生の満足度等に留意し，継続的に検証する。              （２） 
                

  ③ 教育プログラムの改善と構造の明示 

■ 総合教育センターと各学部・学科が連携し，学生に対する履修指導にナンバリング

や履修系統図（カリキュラムマップ）を引き続き活用するとともに，必要に応じてカ

リキュラムマップの改善を図る。 
■ 学部・学科等再編後の新設課程において，経過選択制を導入するとともに，専門性

の異なる学生が協働して地域課題などに取り組むことを通じて学びを深める科目や，

教育資源を活かした多様な副専攻プログラムの提供等の諸準備を，カリキュラムマッ

プの作成や科目のナンバリングを含めて確実に行うとともに，各授業科目におけるア

クティブ・ラーニングの更なる拡大等に向けた取組を推進する。       （３） 
       

（２）組織的な教育の実施と学修時間の実質的な増加・確保 

④ 教育内容・方法の改善に資する取組の推進 

■ 総合教育センターにおいて，県立広島大学アクティブ・ラーナー育成研修体系に基

づき，教職員向けの基本研修（基本的教育技法，授業改善，シラバスの改善，ＩＣＴ

を用いた授業実践等）を整備・実施する。 
■ 大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）事業の成果を活かし，学修者中心の教育への

転換を促進するため，授業公開・授業参観（ピア・レビュー）の全学的な拡大を図る。 
■ 各学部において，アクティブ・ラーニングの推進，ティーチング・ポートフォリオ

の活用等によるＦＤ活動を継続する。 
■ ＡＰ事業において最終年度に設定した数値目標の達成へ向け，全学を挙げて取り組

む。  (４） 

 

〔数値目標：アクティブ・ラーニング導入科目を受講する学生の割合… １００％〕 

 

⑤ 学修成果の把握と検証 

■ 国際文化学科において，学生の履修状況に関する情報をチューター等が共有し，教
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育の組織的改善につなげる。また，学修成果の検証に係る取組の一環として，学生に

対して「英語」「中国語」「韓国・朝鮮語」の各種検定受検を勧め，課題の把握と改善

に引き続き取り組む。 
■ 健康科学科において，卒業時の学生を対象に実施している教育プログラム（カリキ

ュラム）に関するアンケート調査等を継続し，学修成果の検証やカリキュラムの見直

しなどにつなげる。また，栄養教諭養成プログラムの充実に向けて，非常勤講師と連

携し，組織的・効果的な教育を行う。 
■ 経営情報学部において，学部重点事業として取り組む学外試験の活用や学外実習の

促進を通じて，学修成果の把握や向上に努める。 
■ 生命環境学部において，学生アンケートの結果，ＧＰＡ値の推移，専門分野に係る

資格試験の受検状況や合格率などに基づいて，学生の学修成果の把握や検証に引き続

き取り組む。 
■ 保健福祉学部において，引き続き全学生に対してチューター等による面談を行い，

卒業後の学生のキャリアを見据えた個別支援を行う。また，学生が主体的に取得した

資格に関する情報を収集する。 
■ 「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」と「ＴＯＥＩＣ学習シート」を期

初面談で活用し，学生の学修成果の把握や検証を定期的・継続的に実施する。 
■ 全学共通教育科目「大学基礎セミナー」において，３０年度の試行版を改良した科

目ルーブリック及び課題ルーブリックの本格的な活用に向け，活用方法，データ収集，

検証方法などの基本方針を早期に定める。                  （５） 

 

⑥ 適正な成績評価と単位認定 

■ 各学部等において，平成２９年度に定めた成績評価の指針・ガイドラインに基づい

て適正な成績評価と単位認定を行うとともに，総合教育センターが中心となって，そ

の妥当性の検証を行い，必要に応じて改定を行う。             （６） 
 

⑦ シラバスの充実 

■ 総合教育センターにおいて，シラバスの充実に向けて同記載要領の周知の徹底と，

教員相互の確認・点検を着実に実施するとともに，ウェブ・サイトへの掲載を通して，

シラバスを学内外に周知する。併せて，教学システムの学修支援機能の活用を促進す

る。 

■ 学修成果の評価方法に関するＦＤと連動し，主体的な学修を促すシラバスのあり方

についてＦＤを実施し，学部・学科等再編後のシラバスの充実を図る。     （７） 

 

  ⑧ 学修時間の実質的な増加・確保とその的確な把握 

      ■ ＡＰ事業推進部会の主導の下，ＡＰ事業計画に基づき学生のアクティブ・ラーニン

グを促す取組を推進するとともに，学修支援アドバイザーの養成等の各種支援制度を

継続し，引き続き，学生の学修意欲の向上に努める。  

■ シラバスを通じた課題の明示や授業外学修の充実に資する環境整備を行い，学生の

学修時間の増加及び確保に努める。また，各種調査やアンケート等により，その状況

を把握し，検証する。                                             （８） 

 

（３）全学的な教学マネジメントの確立 

  ⑨ 全学的な教学マネジメントの確立 

■ アクティブ・ラーニングの推進や学修成果の検証，高大接続に係る方針決定等の教

育改革を主導する組織「高等教育推進機構（仮称）」について，２０２０（平成３２）

年４月の開設に向けた準備を確実に進めるとともに，同機構において教育プログラム

の効果検証や見直しなどを主導する教学マネジメントの核としての機能を果たす上

で必須となるＩＲの仕組みを具体化する。併せて，教学マネジメントの確立の観点か

らも不可欠な，県立広島大学にふさわしい教・教分離制度の導入・構築に向けた準備
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を進める。                                        （９） 

 

（４）教育システムの再編と教育プログラムの再構築 

⑩ 全学共通教育推進体制の強化 

■ 学部・学科等再編に向け，「高等教育推進機構（仮称）」の下，全学共通教育を推進・

統括する「全学共通教育センター（仮称）」の設置に向け，具体的な機能・組織体制

等の検討や設置準備を行う。                         （10） 
 

  ⑪ 副専攻プログラムの導入と他学部履修等の促進 

■ 学部・学科等再編に向け，社会のニーズや学生が描く将来像・活躍イメージ等を踏

まえ，教育資源を最大限に活かし，学部・学科等の垣根を越えて提供できる効果的な

副専攻プログラムの開発など，必要な準備を確実に行う。           （11） 
  

１－２ 意欲ある学生の確保  

 

  ⑫ アドミッション・ポリシーの明確化と発信 

■ 学部・学科等再編後の新設課程への意欲ある学生の確保に向け，再編後の県立広島

大学の魅力やアドミッション・ポリシー等の周知について，引き続き，ソーシャル・

ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）やウェブ・サイト，入試広報用の冊子を活用する

とともに，高校訪問，公開授業，オープンキャンパス，高大連携講座等の機会を通じ

て，効果的に行う。                            （12） 

 

  ⑬ 入学者選抜方法の改善 

■ 入試改革の動向や志願状況等に基づき，多面的かつ総合的な選抜方法への転換につ

いて，段階的な導入を視野に検討する。                  （13） 
 

⑭ 戦略的な広報による優秀な学生の確保 

■ 優秀な学生を確保するため，引き続き，ウェブ・サイトやＳＮＳの充実・活用を推

進するとともに，大学説明会やオープンキャンパス，多様な高大連携公開講座や授業

公開，高校訪問など，全学的に入試広報に取り組む。 
■ 入試担当に「アドミッション戦略班」を配置し，学部等再編推進委員（入試ＷＧ）

と連携し，入試を調査・分析し，戦略的に企画・設計する体制を整備する。        （14） 

 

⑮ 社会人の受入れ促進 

■ 社会人特別選抜入試や科目等履修生・聴講生の受入れなど，社会人の受入れを引き

続き実施する。 
■ 大学院の各専攻において，引き続き，長期履修制度を適切に運用する。    （15）  

 

２ 学士課程教育に関する取組  

 

２－１ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

 

⑯ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

■ 国際文化学科において，卒業論文の水準の向上に向けて，初年次からの履修指導や

ルーブリックの活用に取り組むとともに，同論文の最終報告会を学科行事として実施

する。 
■ 健康科学科において，学生アンケート等の結果に基づき，学生が修得した力の把握

に努めるとともに，その力やスキルのレベルを学生が自ら客観視できる実習内容の拡

充に取り組む。 
■ 経営情報学部において，課題発見・解決力，論理的思考力，コミュニケーション力
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の向上などを図るため，アクティブ・ラーニングの拡大を通して，教育プログラムの

充実を図る。 
■ 生命科学科において，ディプロマ・ポリシーに示した３要素の内容の確保に向けて，

各授業科目で設定した評価基準に基づく成績評価を厳正に行うとともに，卒業論文発

表会などを通じて，それら要素の修得に引き続き取り組む。 
■ 環境科学科において，卒業時に保証する能力水準の確保に関する取組の一環として，

卒業論文の中間発表（３年次）及び中間報告書の提出（４年次）を課し，学科教員に

よる組織的評価を基に，その後の指導につなげる取組を継続する。 
■ 保健福祉学部において，ヘルスサポーターマインド（コミュニケーション力，倫理

的思考力，ニーズに気づき行動する力）の修得に向けた取組を継続する。     （16）  

 

２－２ 全学共通教育の充実  

 

⑰ 英語力の全学的な養成 

■ 総合教育センターが主導して，ＴＯＥＩＣ・ＴＯＥＦＬ検定料補助制度を運用する

とともに，学生が自身の英語力を把握し，目標設定と達成のための計画を具体化し，

個別指導に活用する「ＴＯＥＩＣ学習シート」を導入する。併せて，習熟度と学科等

の特性に応じた学修方法の教学ポータルへの提示，学修支援アドバイザーの活用など

具体的な方法を通じて，全学的な英語力の向上に，引き続き取り組む。 
■ 同補助制度の運用を通じて収集したデータを分析し，語学力の向上に資する，より

効果的な学修方法や教材の開発に努める。                   （17） 

 

〔数値目標：２年次修了までにＴＯＥＩＣ４５０点以上の到達者の割合 … ３６％

以上〕 

 

⑱ 地域社会で活躍できる実践力等の育成 

■ ＡＰ事業の取組の一環として，引き続き学生のフィールドワーク等の「行動型学修」

を支援するとともに，これまでの成果を活かし，地域を学びの場とする授業科目の充

実を図る。                                 （18） 

 
  ⑲ 国家資格取得のための実習や地域活動を通じた学生の社会的自立の支援 

■ 各学部・学科において，学生の学内・学外での多様な実践活動（地域の行事やイベ

ントを支援するボランティア，地域課題解決に係る調査や提案等）への参加を，引き

続き促進する。 
■ 国際文化学科において，「教育実習」や「博物館実習」の事前・事後学修の支援等

を通じて，免許・資格の取得を支援する。 
■ 健康科学科及び保健福祉学部において，実習施設との連携の強化により実習内容の

充実に努める。 
■ 経営情報学部において，学外での実践的な活動を含む演習・実習科目をフィールド

科目と位置づけ，ボランティア活動や地域貢献活動などに取り組む。また，これらの

取組を通じて，学生と地域住民との交流を促進する。 
■ 生命科学科において，学外実践科目「フィールド科学講義」の履修率９０％以上を

目指し，学生の地域への理解を促す。 
■ 環境科学科において，学外実践科目「環境科学セミナーⅠ」の単位取得率１００％，

選択科目「環境科学セミナーⅡ」の履修率７５％以上を目指し，学生の地域課題解決

への参画とキャリア形成を支援する。                   （19） 

 

〔数値目標：学外実習・学外実践等科目履修率 … １００％〕（各学部・学科） 
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２－３ 専門教育の充実 

 

  ⑳ 一貫した学士課程教育の推進 

■ 各学部・学科において，カリキュラム・ポリシーに基づき，総合教育センターとの

連携の下，初年次から卒業年次までの効果的な教育を実施する。 
■ 国際文化学科において，学生の履修状況に関する情報をチューター等が共有し，教

育の組織的改善につなげる。また，学修成果の検証に係る取組の一環として，学生に

対して「英語」「中国語」「韓国・朝鮮語」の各種検定受検を勧め，課題の把握と改善

に引き続き取り組む。【再掲５】 
■ 健康科学科において，引き続き，教育プログラムの点検・評価・改善を行うととも

に，高い国家試験合格率を維持するための対策講座や模擬試験を正課外で，きめ細か

に実施する。 
■ 経営情報学部において，「学士・修士５年一貫教育プログラム」を引き続き実施す

る。また，学部重点事業として取り組む学外試験の活用や学外実習の促進を通じて，

学修成果の把握や向上に努める。【一部再掲５】 
■ 生命環境学部において，初年次から卒業年次までの教育プログラムの運営と成果に

ついて，学部独自で実施するアンケート調査の結果を踏まえて精査・点検する。 
■ 保健福祉学部において，高い国家試験合格率を維持するために，学生のグループ学

修を促進する指導，模擬試験の結果を踏まえた個別指導を行うとともに，受験対策講

座等を実施する。                            （20） 

 

〔数値目標：標準修業年限内の卒業率… ９０％（各年度）〕 

〔数値目標：標準修業年限の１．５倍以内の卒業率 … ９５％（同上）〕 

〔数値目標：卒業時の総合的満足度 … ８５％（同上）〕（何れも各学部・学科） 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格率 … ９５％（各年度）〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の 

各国家試験の合格率 … １００％（各年度）〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の合格率 … ９０％（各年度）〕 

〔数値目標：精神保健福祉士国家試験の合格率 … ９５％（各年度）〕 

（何れも新卒者） 

 

  ㉑ 社会的評価を有する審査・試験の積極的な活用による学修成果の検証 

■ 各学部・学科において，専門分野に応じた各種資格・検定試験等に関する情報を学

生に提供するとともに，支援講座の開設等により学生の受検率及び合格率の向上を図

る。 
■ 各学部において合格率等の情報を収集し，学修成果の検証に活用する。 
■ 国際文化学科において，学科専門科目「外国語検定Ⅰ～Ⅲ」（認定科目）による単

位認定を引き続き推進する。                       （21） 

 

〔数値目標：英語８単位以上履修者のうち，卒業時までにＴＯＥＩＣ７００点以上 

到達者の割合 … ２０％以上〕（国際文化学科） 

〔数値目標：中国語８単位以上履修者のうち，卒業時までに中国語検定３級レベル以 

上到達者の割合 … ５０％以上〕（同上） 

〔数値目標：卒業時の情報処理技術者試験合格率…４０％〕（経営情報学科） 

〔数値目標：中級バイオ技術者試験合格率 … ８０％〕（生命環境学部） 

〔数値目標：上級バイオ技術者試験合格率 … ６０％〕（同上） 

〔数値目標：環境社会検定（エコ検定）試験合格率 … ９０％〕（同上） 

〔数値目標：環境測定分析士３級試験合格率 … ８０％〕（同上） 
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㉒ 専門分野に係る経過選択制の運用状況の検証 

■ 生命環境学部において，生命科学科の専門コース選択制について，引き続きアンケ

ート結果に基づいて改善の必要性を検討し，満足度の向上と適切な運用に努める。 
■ 学部・学科等再編後の経過選択制の導入の下で編成する主専攻プログラムの運用開

始に向け，ガイダンスの実施や学修支援体制など学生の受入れに向けた準備を着実に 
行う。                                                                   （22） 

 

  ㉓ 国際社会や地域社会で活躍できる人材及び専門技術人材の育成 

■ 国際文化学科において，国連やＪＩＣＡの職員などを招聘し，オープンセミナーや

座談会を開催するとともに，協定校との交流事業の実施等により，国際社会で通用す

る実践力の涵養に努める。 
■ 健康科学科において，食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格について，関係授

業科目に関する履修指導を徹底し，当該資格の取得を促進するとともに，取得状況に

係る検証を行う。 
■ 経営情報学部において，グローバル化に対応した専門的な知識や情報技術を積極的

に吸収・発信できる力の強化に取り組む。併せて，日経テストや情報処理技術者試験

の受験者数の増加を図る。 
■ 生命環境学部において，引き続き，「フィールド科学」「同実習」，「環境科学セミナ

ーⅠ・Ⅱ」において，地域課題の解決に取り組んでいる学外講師や企業の実務担当者

を招聘するとともに，地域の施設見学を通じた課題の再確認等により，地域課題解決

や業界の専門職に対する学生の関心の向上に努める。 
■ 保健福祉学部において，地域包括ケアに関する最新の動向を踏まえた授業展開を図

るとともに，学外実習における学生の経験を共有するためのセミナーを開催し，異な

る経験から学び合う機会を設ける。                      （23） 

 

㉔ 教職課程の運営と検証 

■ 教職課程を設置する学科と教職委員会が連携し，地域の教育に貢献できる人材を育

成するため，学内外のリソースを最大限に活用した研修の仕組みを構築する。 
■ 各学部・学科において，広島県及び周辺地域の教員養成の状況を把握しながら，教

職課程について恒常的な検証を実施する。 
■ 学部・学科等再編に向けて，副専攻プログラムとして配置する教職課程について，

各課程におけるプログラムオフィサーの配置などのマネジメント体制の確立及び全

学的な当該課程に係る運営体制の充実を図る。               （24） 
 

２－４ 国際化に関する取組 

 

  ㉕  国際交流センターの機能強化 

■ 国際交流センターにグローバル化に向けた全学的取組の企画・立案，海外の教育・

研究機関や企業との交渉等の，総合的な施策を総括する特任教授（センター長）を配

置し，新大学を含め，海外における協定校の発掘，既存協定校との関係強化を図る。 
             （25） 

 

㉖ 海外留学等の促進 

■ 国際交流センターと各学部等が連携し，学生のニーズを踏まえた長期留学制度や短

期海外研修プログラムの充実を図るとともに，学外機関の海外派遣プログラムの積極

的な活用を促進する。 
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■ 派遣学生に対して，専門家による渡航前オリエンテーション等の事前研修を行うと

ともに，教職員向けの危機管理研修を実施し，危機管理対策の充実を図る。 
■ 留学の成果に係る検証の一環として，引き続き留学前後のＴＯＥＩＣ受検を義務付

ける。                                                                （26） 
 

〔数値目標：海外留学派遣学生数（大学院生含む）… １４０人〕 

〔数値目標：国際交流協定締結校数 … ３７校〕 

 

㉗ 優秀な留学生の受入促進 

■ 優秀な外国人留学生の確保に向けて，国内外における日本留学フェア等への参加や，

国公立大学への進学実績の高い日本語学校等との連携を図るとともに，引き続き，協

定校からのイングリッシュトラック生等の確保に努める。 
■ 学部等提案事業及び短期受入プログラム事業等により，協定校等からの留学生の受

入拡大を図る。 
■ 広島キャンパスの留学生のための民間宿舎の確保を着実に進める。 
■ 国際交流センターとキャリアセンター及び各部局等が連携して，卒業留学生に関す

る情報の収集を継続し，情報の蓄積と拡充を図る。 （27） 

 

〔数値目標：留学生受入数（大学院生等含む）…１３０人〕 

 

㉘ 日本人学生と外国人学生の交流促進 

■ 国際交流センターにおいて，各学部・学科との協力の下，バディ活動や留学生の歓

送迎会等を実施し，外国人留学生と日本人学生との交流を促進する。 
■ 全学共通教育科目「留学生と学ぶ広島」「異文化としての日本」において，留学生

と日本人学生との異文化間コミュニケーションを核とする授業を展開する。   （28） 

 

３ 大学院教育等に関する取組 

 

３－１ 大学院教育に係る教育内容の充実 

 

  ㉙ 優れた研究者と高度な専門知識や技術を有する職業人の養成 

■ 総合学術研究科及び経営管理研究科において，全在学生を対象とするアンケート調

査を実施し総合的な満足度等を把握するとともに，前年度の調査結果に応じた取組を

各専攻で実施する。 
■ 同研究科の各専攻において，大学院生対象の研究活動支援等の制度の活用を促進し，

学生の学会発表及び学術論文の公表を奨励する。そのため，予算配分の適正化を検討

する。 
■ 経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻（ＨＢＭＳ）において，イノベーシ

ョンを起こすなどのマネジメント力の育成に加え，社会の大きな変化を捉えた先端的

マネジメント力を養成する教育プログラムの充実に，継続的に取り組む。    （29） 

 

〔数値目標：標準修業年限内の修了率 … ９０％〕 

〔数値目標：標準修業年限の１.５倍以内の修了率 … ９５％〕 

〔数値目標：修了時の総合的満足度 … ８５％〕 

 

㉚ 定員充足率の改善 

■ 総合学術研究科における定員充足率１００％の達成に向けて，広報活動等を強化す
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るとともに，引き続き進学説明会を実施する。                  （30） 

 

〔数値目標：研究科全体の定員充足率 … １００％〕 

 

㉛ 大学院教育の高度化や再編 

■ 総合学術研究科の各専攻において，教育内容及び学修環境の質的向上を図るととも

に，学部等再編推進委員会大学院部会において，再編後の学士課程との接続に留意し

た大学院修士・博士課程のあり方について検討する。 
■ 保健福祉学専攻博士課程後期設置認可申請に係る文部科学省からの指摘事項に対

し，適切に対応する。                          （31） 

  

  ㉜ 経営学分野の機能強化 

■ ＨＢＭＳにおいて，「地域資源」「ヘルスケア」「コモンズ」の先端課題のプログラ

ムを通じて，多様性と協働性を有する次世代型リーダーを育成する。     （32） 

 

  ㉝ シンクタンク機能の充実 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し，協働で解決策を探る。           （33） 

 

３－２ 助産学専攻科に係る教育内容の充実 

 

  ㉞ 実践力のある助産師の養成 

■ 助産学専攻科において，実習施設との連携の強化，並びに学生や卒業生等の評価結

果に基づいて学修内容の充実を図る。 
■ 助産師養成課程の今後のあり方について，引き続き検討する。           （34） 
 

    〔数値目標：助産師国家試験の合格率 … １００％〕 

 

Ⅱ 県立広島大学の研究の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 研究水準及び研究の成果等に関する取組 

 

（１）重点的研究区分の明確化と研究推進 

① 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 科学研究費補助金の採択件数の増加など，研究力の向上を図るため，重点研究区分

に「若手奨励研究」を新設し，若手研究者の育成支援の充実を図る。 
■ 県内産業の振興や地域課題の解決に資する「地域課題解決研究」を推進し，ウェブ・

サイトの活用や成果発表会の開催等により，研究成果に係る情報発信を積極的に行い，

地域への還元効果を高める。 
■ 各重点的研究区分について，その運用状況や研究成果について検証する。  （35） 

 

（２）学際的・先端的研究の推進 

② 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 重点研究区分「先端的研究」及び「学長プロジェクト」について，学部・学科・専

攻の枠を越えた横断的な研究組織で推進し，共同研究を活性化する。      （36） 
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（３）研究の質の向上 

③ 論文等発表活動の活用 

■ 各部局等において，査読付き学術論文による研究成果の公表，外部研究資金の積極

的な応募や獲得等を通じて，研究の質の向上に取り組む。           （37） 

 

２ 研究推進体制等の整備に関する取組 

  

（１）産学官連携の推進 

④ 地域における共同研究の推進と地域への還元 

■ 地域に情報を発信する多様な機会を大学が主体となって設け，大学の知的資源の地

域への還元及び共同研究や応用的研究を推進する。 
■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，学内の研究シーズ・成果の積極的な公開及

び企業等ニーズとのマッチング作業を円滑に行い，外部資金や受託・共同研究資金の

獲得に努める。 
■ 地域の高度なニーズに対応した技術支援・人材育成のため，地域基盤研究機構にお

いて，プロジェクト研究センターと企業等による「産学官・地域連携ネットワーク（仮

称）」の構築について検討する。 
■ 地域連携センターにおいて「研究者紹介名簿」の概要版及びウェブ・サイトを更新

し，両者の活用を図る。                            （38）  
 

（２）外部研究資金の獲得支援 

⑤ 競争的資金の獲得支援 

 ■ 地域基盤研究機構において，各学部等による提案公募型の競争的外部資金の獲得に

向けて，学外機関とも連携し，研究組織や研究計画のコーディネートを行う。 

■ 地域連携センターにおいて，競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ積極的に収集

し，学内での共有化を図る。また，「研究助成金マッチング支援システム」の分析結

果をもとに，各教員の助成金申請を支援する。 

■ 各部局等において，引き続き，科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。                                 （39） 

 

   〔数値目標：科学研究費補助金の申請率（応募件数／教員数） … ９５％以上〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲得件数 … ８０件以上〕 

 

（３）研究費の効果的な配分 

  ⑥ 研究費の効果的な配分 

 ■ 基本研究費の配分について，教員の活動実績（教育・研究・地域貢献・大学運営）

を総合的に評価し，その結果を積極的に活用する取組を継続する。       （40） 

 

（４）研究費の適正使用の徹底 

⑦ 教職員の意識醸成 

   ■ 「研究費の不正使用」及び「研究活動における不正行為」の未然防止のための取

組を継続し，研究費の適正使用等に係る教職員の意識の醸成を徹底する。 

■ 新規採用教職員及び大学院生に対して，コンプライアンス教育及び研究倫理教育

を実施する。                                   （41） 
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Ⅲ 新たな教育モデルの教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 新たな教育モデルの構築 

 

① 実践的な教育プログラムの整備 

■ 実践的な教育プログラムの整備に向けて，科目体系を整理し，科目一覧及び科目概

要，シラバスの作成を進める。                      （42） 

 

② 多様なバックグラウンドを有する教員体制の編制 

   ■ 国内外への公募・選考によって，多様なバックグラウンドを有する教員や外国人教

員などを含む教員体制を整えるとともに，担任制など，チームで学生の学びを支援す

る体制の構築に向けて検討を進める。                          （43） 

  

  ③ コンピテンシーの修得を目指す成績評価制度の整備 

   ■ コンピテンシーの修得を目指す成績評価制度の構築に向けて検討を進め，新大学に

導入する学修支援システムの制度設計を行う。                 （44） 

 

  ④ 意欲ある学生の確保に向けた取組 

   ■ 入学者選抜方法を具体化するとともに，学校説明会の開催や個別学校訪問等を通し

て，情報発信を行う。                          （45） 

 

⑤ 留学生の受入体制の整備 

   ■ 留学生寮の確保，海外から受験しやすい留学生選抜方法や秋入学制度の導入など，

留学生を受け入れやすい体制の整備に向けて，準備を進めるとともに，広報活動を展

開する。                                                               （46） 

 

⑥ 実践的な課題解決演習や体験・実践プログラムの展開 

   ■ 企業やＮＰＯ，大学，国際機関，地方公共団体などの提携先を確保し，プログラム

の具体化に向けて調整を進める。                                         （47） 

 

⑦ 完全クォーター制（４学期制）の学事暦の導入 

   ■ 完全クォーター制の学事暦の導入に向けて，必要な各種規程整備などの準備を進め

る。                                  （48） 

 

２ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の構築 

 

① 必要な施設の確保と新大学の設置 

   ■ 新大学の施設を確保するとともに，新大学設置に向けて，新大学設置準備センター

を開設し，文部科学省への設置認可申請手続きを進める。                   （49） 

 

② １法人２大学による効果的・効率的な運営 

   ■ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の整備に向けて，事務局の組織体制

や図書館の共同利用方法など，具体的な検討を進める。                     （50） 
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Ⅳ 共通する目標（地域貢献，大学連携の推進，学生支援）を達成するために取るべき措置 

 

１ 地域貢献に関する取組  

 

１－１ 地域における人材の育成に関する取組 

  

（１）生涯を通じた学びの場の提供 

① 地域の人材育成機能の強化 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，履修証明制度の運用等により，マネジメ

ント能力や専門的スキルの向上に資する講座を開設する。 

■ ＨＢＭＳにおいて，マーケティングなどマネジメント能力の向上に資するセミナ

ーに加え，地域資源（農業，食の供給）やヘルスケアといった先端課題の教育プロ

グラムを提供し，地域社会の活性化を担う人材の育成に取り組む。          （51） 

 

  ② リカレント教育プログラムの開発・提供 

■ 地域基盤研究機構において，履修証明制度を活用したＩｏＴ／ＡＩ人材育成に関す

る公開講座を実施する。 

■ 同機構において，企業等と共同で教育プログラムの教材開発を検討する。 

■ 履修証明プログラムについて，大学院進学等のプログラムのつながりを可能とする

ため，単位相当の付与について検討を始める。               （52） 

 

  ③ 公開講座等の質的充実 

■ 地域連携センターと各部局等が連携して，高度な学習ニーズに対応した質の高い公

開講座等を企画し，積極的な広報を行うとともに，受講者アンケートの結果を分析し

て，質的改善につなげる。 

■ 受講後の講座活用を促進するため，有料公開講座や履修証明プログラムで用いる教

材の電子的提供について検討する。                    （53） 
 

〔数値目標：すべての公開講座受講者の満足度 … ８０％〕 

〔数値目標：有料講座受講者の学修成果の活用見込み（「活用できそう」と 

答えた割合） … ６０％〕                                                    

 

④ 大学施設等の地域への開放 

■ 各キャンパスの図書館を引き続き学外者の利用に供するとともに，図書館機能を活

かした企画展示等を実施し，地域への開放に努める。 

■ 教室や学生食堂，サテライトキャンパスひろしま等，大学施設の地域への貸出を適

切に行う。                               （54） 

 

１－２ 地域との連携に関する取組 

 

（１）地域貢献・連携機能の強化 

   ⑤ 地域課題の解決と研究成果の還元 

■ 地域戦略協働プロジェクト事業の成果について，事業効果に係る検証，並びに広報

活動を行う。 

■ 県内産業の振興や地域課題の解決に資する「地域課題解決研究」を推進し，ウェブ・

サイトの活用や成果発表会の開催等により，研究成果に係る情報発信を積極的に行い， 

地域への還元効果を高める。【再掲 35】                               （55） 
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⑥ 連携機能の強化と地域活性化への貢献 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し，協働で解決策を探る。【再掲 33】 

■ 地域の高度なニーズに対応した技術支援・人材育成のため，地域基盤研究機構にお

いて，プロジェクト研究センターと企業等による「産学官・地域連携ネットワーク（仮

称）」の構築について検討する。【再掲 38】 

■ 地域基盤研究機構宮島学センターにおいて，宮島学研究・教育の成果を活かした地

域との連携活動を推進する。 

■ 美術館や学外図書館等と連携し，公開講座等の事業を展開して，地域の活性化に貢

献する。   

■ 美術館等の「キャンパスメンバーズ制度」を活用して，ミュージアムツアーを実施

するなど，同制度の会員校として文化施設の利用を促進する。         （56） 

 

⑦ 研究シーズの技術移転の促進 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，各種展示会やイベント，ウェブ・サイト

等の活用により，地域貢献•連携活動の成果や実績に関する情報提供を積極的に行う。 

■ 地域連携センターにおいて，技術移転等に関する相談に随時，対応する。 

■ ひろしま産業振興機構，広島県発明協会と協力し，中小企業との共同研究に基づ

いたシーズの特許出願を積極的に行う。                     （57） 

 

  ⑧ 産学官交流の推進 

  ■ 地域連携センターが中心になって，ひろしま産業振興機構や中国経済産業局等の

学外の産学交流支援機関と連携し，産学連携交流会等を開催する。         （58） 

 

（２）地域貢献・連携活動の質的向上 

⑨ 地域貢献・連携活動への学生参加の促進支援及び見える化 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し，自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を学生に積極的に提供し，学生の主体的な参加を促す。 

■ 地域連携センターと各学部・学科が連携し，学生の学内・学外での多様な実践活動

（地域の行事やイベントを支援するボランティア，地域課題解決に係る調査や提案等）

への参加を，引き続き促進する。【再掲 19】 

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･連携事業の成果について，地域連携センター

や各学部等のウェブ・サイト等を通じて積極的に発信する。           （59） 

 

２ 大学連携推進に関する取組  

 

⑩ 大学連携の推進 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国と連携し，ＳＤ・ＦＤ研修会の共催や，高大連

携研究交流会を開催するとともに，同加盟大学等とともに大学連携事業を推進する。 

■ 県内他大学等との連携の一環として，単位互換制度の運用に取り組む。  

■ 県内の他大学と共同運用している学術情報リポジトリを活用し，県立広島大学の教

育・研究成果報告等の収集・保存並びに公開を推進する。          （60） 

 

⑪ サテライトキャンパスの活用 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国や同加盟大学等とともに，「サテライトキャン

パスひろしま」を地域の教育拠点及び学生・社会人の交流拠点として活用し，大学連

携事業を推進する。 
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■ 地域連携センターが主催する各種公開講座等を「サテライトキャンパスひろしま」

において開講するほか，自治体や美術館･博物館と連携し，同施設の利用促進を図る。            
（61） 

 

３ 学生支援に関する取組 

 

⑫ 学修支援 

  ■ 各学部・学科において，学修支援の一環として，教育プログラムの構造の明示，

チューターによる学修支援，キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用支援，ｅラ

ーニング教材の活用等に取り組む。 

■ 各学部・学科において，教員間の連携の下により「大学基礎セミナー」を運営し，

新入生の大学への移行を支援するとともに，引き続き内容の充実を図る。 

  ■ 各学部・学科の在学生の実態や必要性に応じて，入学直後の履修指導や正課外で

の補習（物理，生物等），定期的な個別面談，国家試験受験対策指導等による学修

支援を適切に組み合わせて，着実に行う。 

■ 学生による書誌の一層の利用を促進するため，利用状況が良好な「学生選書」の

取組を継続する。 

■ 平成２８年度に改定した「図書等資料の整備方針」に基づいて，ニーズの高い書

誌の活用環境の整備に努める。  

■ 学術情報センターと各学部・学科等が連携し，授業時間外の自主的学修時間の拡

大に資するレポート課題やシラバスに掲載する参考書・推薦図書の数を増やす取組

など，図書等の貸出冊数の拡大につながる取組を全学的に推進する。 

■ 学術情報センターにおいて，主体的学修の促進につながる適切な学修環境を提供

する一環として，図書館の開館時間の拡大を試行するとともに，図書館ガイダンス，

文献検索ガイダンス，データベース活用講習会，学外講師による各種講習会等を開

催し，図書館の効果的な活用を図る。 

■ 学部・学科等再編後の新設課程においては，経過選択制の導入の下で編成する教

育プログラムや幅広い副専攻プログラムの履修などを通じて，個々の学生が描く将

来像の実現につながるよう，きめ細かな学修支援が不可欠であることから，こうし

た観点からの制度の充実などについて検討を行い，２０２０（平成３２）年度から

の実現を図る。                                （62） 

 

〔数値目標：退学者の割合（入学から標準修業年限内）…３％以下〕 

〔数値目標：退学者の割合（入学から１年以内）…１％以下〕 

（何れも各学部・研究科） 

〔数値目標：学生１人当たり年間図書貸出冊数 … １５冊以上〕 

（学術情報センター） 

 

⑬ 課外活動支援 

■ 総合教育センターにおいて，学生の自主的課外活動（けんひろ交流！ツアー，３キ

ャンパス交流スポーツ大会，いきいきキャンパスライフ・プロジェクト，ボランティ

ア活動等）を支援する。 
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■ 学業，学術研究・課外・社会活動等において他の模範となる成績を修め，県立広島

大学の名誉を著しく高めた学生個人又は団体を，理事長・学長が適時適切に顕彰する。

併せて，顕彰対象の基準を明確にするなど，関係規程の見直しを行う。     （63） 

 

⑭ 学生の自己形成支援 

■ 各学部・学科等において，キャリア・ポートフォリオ・ブックを用いた期初面談等，

きめ細やかな履修指導を行うことにより，学生の自己形成を支援する。 

■ 学部・学科等再編後の新設課程においては，経過選択制の導入の下で編成する教

育プログラムや幅広い副専攻プログラムの履修などを通じて，個々の学生が描く将

来像の実現につながるよう，きめ細かな学修支援が不可欠であることから，こうし

た観点からの制度の充実などについて検討を行い，２０２０（平成３２）年度から 

の実現を図る。【再掲 63】                              （64） 

 

⑮ 就職支援  

   ■ キャリアセンターにおいて，各部局等と連携して，就職ガイダンス，企業と学生と

の合同就職懇談会，卒業生を講師とする「キャリア教育シンポジウム」を開催すると

ともに，個別相談，求人情報の提供等，きめ細かなキャリア形成・就職支援を行う。 

■ 総合教育センターと各学部・学科が連携し，全学共通教育・キャリア科目「キャリ

アデベロップメント」，「キャリアビジョン」，「インターンシップ」，「ライフデ

ザイン」等の履修を促進する。  

■ 産学連携によるグローバル人材育成体制をさらに強化するため，総合教育センター

に配置した特任教授を中心に，「中四国産学連携合宿授業」，「ディベート演習合同

合宿事業」などの充実を図る。 

■ キャリアセンターにおいて，卒業予定者を対象とするキャリアセンター満足度調査

を実施し，調査結果を検証し，関係各事業の改善につなげる。           （65） 
 

〔数値目標：就職支援に対する卒業時の満足度 … ９０％〕 

〔数値目標：進路（就職・進学）決定率 … ９０％〕 

〔数値目標：就職希望者の就職率 … １００％〕（何れも各学部・研究科）            

 

⑯ キャリア・アドバイザリー・ボードの設置 

 ■ 企業やＮＰＯ，大学，国際機関，地方公共団体など，「新たな教育モデル」連携

準備会参画団体と調整し，キャリア・アドバイザリー・ボードの具体化に向けて，

検討を進める。                             （66） 

 

⑰ 卒業生に対するキャリア支援 

■ キャリアセンターと各部局等が連携し，就職未決定等の希望者に対する既卒者向

け求人情報の配信や面談等により，卒業生に対する支援を継続する。 

■ 卒業生に対してより細やかなキャリア支援を行うため，卒業生を対象とするアン

ケートの回収率の向上につながる具体的方策を検討する。また，各学科，卒業生等

と連携して，卒業生のキャリアや職場での悩みなどに関する相談窓口機能の充実を

図る。                                                （67） 

 

⑱ 学生生活の支援 

■ 在学生対象の学生意識調査を実施するとともに，投書箱（ご意見箱）を引き続き

運用し，学生の要望を的確に把握し，対応策について関係部署と協議する。 

■ 各部局・チューターと学生相談室等とが連携し，欠席日数の多い学生や休学中の
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学生に対するチームによる支援を継続する。 

■ 各部局等において，オフィスアワーの周知を徹底し，その利用促進を図る。 

■ 総合教育センターにおいて，事故や災害等への対応及び感染症対策や薬物乱用防

止対策の実施など，学生の心身の健康維持に資する支援を行う。また，事故や災害

等への対処のために，学生，教職員の連絡網の定期的な見直しと安否確認演習を行

う。                                                                    （68） 

 

⑲ 経済的支援の実施 

■ 授業料減免や奨学金等による経済的な支援を行うとともに，国による高等教育無償

化制度の導入に向けて機関要件適合の確認や県への申請等を適切に行う。       （69） 

 

  ⑳ 学生の「こころ」の健康支援 

   ■ 総合教育センターにおいて，カウンセリング体制の充実，ピア・サポーターの育成

と活用，ピア・プレイスの運営などにより，学生の自己理解や自己決定，心理的不適

応等の諸問題に対する解決のための働きかけを継続するとともに，チューターや教員

との円滑な情報共有と支援体制の充実を図る。                        （70） 

 

Ⅴ 法人経営に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する取組 

 

（１）組織運営の改善 

  ① 効率的かつ効果的な運営体制の構築 

■ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の整備に向けて，事務局の組織体制

や図書館の共同利用方法など，具体的な検討を進める。【再掲 50】       （71） 

 

② 資源配分の重点化 

■ 今後の大学改革の方向性について情報収集に努めるとともに，学部・学科等再編や

新大学設置準備の進捗状況及びスケジュール等を踏まえ，適切な人員配置や財源配分

に努める。 

■ 厳しい財政状況を踏まえつつ，引き続き全学的な主要プロジェクトの重点的な展開

を図る。                                （72） 

 

③ コンプライアンスの確保 

■ 内部統制基本方針に基づき，内部統制が有効に機能しているか否かの検証を行い，コン

プライアンスの確保と大学経営に係るリスクマネジメントに努める。         （73） 

 

（２）教職員の教育力等の向上 

④ 多様な教育・研究人材の確保  

■ 法人の教育，研究，地域貢献の機能向上を図るため，任期制や年俸制等の人事制

度を活用し，教育力や研究力等に優れた多様な経歴を有する教員を採用する。   （74） 

 

  ⑤ 教員業績評価制度の適切な運用 

■ 教員業績評価制度の円滑な運用を図るとともに，課題等を踏まえた制度の改善に継

続的に取り組む。                                （75） 
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  ⑥ 教員の教育研究力等の向上 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため，ＦＤを着実に実

施するとともに，教員学外研修助成制度による学外研究機関への派遣を適切に実施す

る。                                                    （76） 

 

⑦ 職員のマネジメント力の向上 

   ■ 職員研修計画を策定し，階層別研修，スキルアップ研修等を学内で企画・実施し，

職員の資質向上を図るとともに，学外で開催される研修会等に職員を派遣することで，

大学で特に必要となる能力を開発し，大学職員としての意欲と資質を備えた職員の育

成に努める。 

■ 法人職員を公立大学協会等へ研修派遣し，業務遂行に必要な能力を向上させるとと

もに，高等教育に関する知識を深め，学外機関とのつながりを構築する。 

■ 教員との協働，学生支援の強化等に係る専門性の向上のため，教職員対象のＳＤ研

修（教職員共通）を実施する。                        （77） 

    

（３）戦略的広報の推進 

  ⑧ 戦略的広報の展開 

■ 大学のブランド価値向上を広報ミッションに掲げ，ブランディングに関する企画・

推進を行う「ブランド企画推進室」を設置し，ブランド価値向上に向けた取組を推進

するとともに，その魅力を国内外に向けて積極的に発信する。        （78） 

 

  ⑨ 多様な広報媒体の活用 

■ 広報戦略の中核をなすウェブ・サイトについて，学部・学科等再編後のコンテンツ

充実にあわせ，ユーザビリティの向上，滞在時間や満足度の向上につながる改善を図

る。 

■ ＳＮＳ等の多様な媒体を活用し，広くかつ積極的な広報に取り組む。    （79） 

 

２ 財務内容の改善に関する取組 

 

（１）自己収入の改善 

  ⑩ 外部資金の獲得 

■ 各部局等において，企業等との共同研究，受託研究を推進するほか，各種競争的資

金の獲得に向けた情報収集と，それを活かした積極的な申請を行い，外部資金の着実

な獲得に努める。 

■ 地域連携センターにおいて，競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ積極的に収集

し，学内での共有化を図る。また，「研究助成金マッチング支援システム」の分析結

果をもとに，各教員の助成金申請を支援する【再掲 39】 

■ 地域基盤研究機構プロジェクト研究センターを中心として，地域の産学官研究拠点

形成のため，国庫金を財源とする大型補助金への申請を行う。              （80） 

 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総額 … ２億円以上〕 

 

⑪ 多様な収入源の確保 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，有料公開講座の受講料，商品化された産品

に係る知財等の実施に伴う収入の確保に努める。 

■ 地域連携センター知的財産本部において，権利化された特許の優先的実施権の企業

への付与や有償譲渡を検討する。 

■ 教室や学生食堂等，大学施設の地域への貸出を適切に行う。【再掲 55】 
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■ 各部局等が連携し，クラウドファンディングの手法を活用するなど，支援者等から

の寄附金等の収入を学生支援等に活かす仕組みを運用する。         （81） 

 

（２）経費の抑制 

  ⑫ 人件費の抑制 

■ 学部・学科等再編や新大学設置を踏まえた教職員配置計画を検討し，教員並びに法

人職員の各採用方針を策定し，教職員を適切に採用する。           （82） 

 

  ⑬ 経費の節減 

■ 新大学と県立広島大学で共同利用可能な体育館やグラウンド，図書館について，活

用方法の検討や改修の要否の検討を行う。 

■ 年間を通じて省エネ意識の向上に努めるとともに，夏季・冬季休業期間中の機器・

設備の一部停止などにより，省エネ法に基づく数値目標の達成に努める。併せて，そ

のインセンティブが働くよう努める。                   （83） 

  
（３）資産の管理・運用の改善 

  ⑭ 資産の適正な管理 

■ 固定資産及び管理物品の実査を引き続き実施し，資産を適正に管理するとともに，

教育研究用の高額機器の全学共同利用制度について，円滑な運用に努める。また，そ

の適切な管理・運用に関する教職員への周知・啓発に努める。        （84） 

 

⑮ 資金の適正な運用 

■ 資金管理計画を定め，財務課において，安全性が高く効率的な資金運用を行う。 
                                       （85） 

 

３ 自己点検・評価に関する取組 

 

⑯ 到達目標の可視化と各種データ・資料の収集と活用 

■ 各部局等において，具体的な取組内容と到達点（レベル）を設定した年度計画策定

に努める。 

■ 法人や大学の運営状況を示す指標となる各種データや資料を継続的に収集・蓄積し，

その分析を継続するとともに，これらを体系的に収集・蓄積・活用できるＩＲの導入

に向けた準備を着実に進める。                       （86） 

 

  ⑰ 自己点検・評価の実施と評価結果の活用 

■ 各部局等や業務評価室による自己点検・評価，並びに広島県や同公立大学法人評価

委員会への関係資料の提出などを適切に行うとともに，速やかにその結果をウェブ・

サイトで公表する。 

■ 大学機関別認証評価及び同選択評価の評価結果について，各部局等の対応状況をフ

ォローアップするなど，評価結果を大学運営の改善に適切に反映させる取組を着実に

実施する。                                 （87） 

 

  ⑱ 目標・課題の共有化 

■ 目標・計画委員会が主催する目標・計画に係る説明会（前期・後期各１回）の開催

等により，教職員に大学の経営理念を浸透させるとともに，年度計画の周知徹底を図

る。                                  （88） 
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４ その他業務運営に関する重要な取組 

 

（１）危機管理・安全管理 

 ⑲ 危機管理・安全管理 

■ 大規模災害の発生に備えた非常用物資を計画的に備蓄するとともに，消防計画に基

づく訓練を３キャンパスで実施する。 

■ 危機管理マニュアルを適宜見直し，より適切な対応を検討するとともに，教職員に

対し危機管理マニュアルの内容を周知する。                （89） 

 

⑳ 安全保障輸出管理の体制整備と運用 

■ 地域連携センターに「安全保障輸出管理室」を新設し，各部局と連携して，安全保

障輸出管理規程の適切な運用に努める。 

■ 中国地域安全保障輸出管理ネットワークに参画し，関係機関との連携を強化すると

ともに，研究者対象の安全保障輸出管理セミナーを実施し，リスク回避のための情報

を提供する。                              （90） 

（２）社会的責任 

㉑ 人権尊重・法令遵守 

■ 「ハラスメント防止ガイドライン」及び「ハラスメント等の防止等に関する規程」

の趣旨をすべての在学生や教職員等に周知徹底するとともに，教職員向けの研修会等

の啓発活動を実施する。 

■ 管理職を対象としたハラスメント防止研修会を開催し，ハラスメントに対する理解

や発生時の適切な対応等について，啓発活動を実施する。 

■ 全学共通教育「人権論」の授業等を通じて，引き続き，学生の人権に関する意識の

啓発を図る。                                （91） 

 

（３）情報公開の推進 

㉒ 情報公開の推進 

■ ウェブ・サイトを通じた財務諸表や法人会議議事録等の積極的な情報公開と，「大

学ポートレート」の活用により，支援者等への適切な情報提供に努める。 

■ 事業実績や財務状況等をまとめた「アニュアルレポート」を作成し，ウェブ・サイ

トで公表する。                               （92） 

  

（４）施設設備の整備・活用 

 ㉓ 計画的な施設の整備・活用 

■ ワーク・クライメイト・マネジメント課において，新大学の学修環境，執務環境及

び留学生宿舎の整備，県立広島大学の学部・学科等再編後の学修環境やアクティブ・

ラーニング環境の充実と，老朽化した施設設備の更新を一体的・計画的に進める整備

計画・年次計画を作成・実施する。 

■ 財務課において，新大学用の建物を購入し，広島県から土地の現物出資を受ける準

備を進める。                                      （93） 

 

㉔ ＩＣＴを活用した学修・研究システムの整備 

■ 学部・学科等再編後の新設課程の実現に向け，既存の遠隔講義システムよりも更に

双方向性が高く，同一の空間で共に学んでいると感じられるような新たな遠隔講義シ

ステムの導入に向け，仕様の策定及び調達を進める。 

■ 情報セキュリティ意識の向上を図るため，教職員を対象とした情報セキュリティに

係る自己点検アンケートや研修会を実施する。 
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■ 外部からのサイバー攻撃による被害を未然に防ぐため，定期的に不正アクセス等を

監視するほか，引き続き予防と啓発に努める。                   （94） 

 

（５）支援者等との連携 

  ㉕ 支援者等との連携強化 

■ ウェブ・サイト等を通じて，県立広島大学の教育研究活動に関する情報提供の充実

を図るとともに，本部総務課が中心になって，保護者からの要望を踏まえた後援会会

員対象の事業を実施する。 

■ ３０年度に開設した「県立広島大学へのご支援」（寄附）のウェブ・サイトを活用

し，支援者等に学生の地域貢献活動などの情報を的確に提供することを通して，支

援・寄附の受入を進める。                         （95） 
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Ⅵ 予算，収支計画及び資金計画  

 

１ 予算（平成３１年度）  

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

収入  

運営費交付金収入 ３，６６９ 

学生納付金収入 １，６７５ 

診療センター収入 ２１ 

その他の自己収入 ７７ 

目的積立金取崩 ０ 

外部資金収入 １０８ 

補助金収入 ５４９ 

県出資金 １，８７６ 

借入金収入 ８０８ 

計 ８，７８５ 

 

区      分 金     額 

支出  

人件費 ３，７６９ 

一般管理費 ６８４ 

教育研究経費 ４２４ 

教育研究支援経費 ４６７ 

学生支援経費 ８５ 

診療経費 １２ 

外部資金事業費（受託等分） １０８ 

外部資金事業費（補助金分） ６ 

施設整備費 ５４２ 

新大学整備事業費 ２，６８４ 

借入金償還金 ０ 

計 ８，７８５ 

注１） 収入について，運営費交付金収入は，標準運営費交付金収入のみを計上しており，

特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費等特定の経費に充当)収入は計上していない。 
注２） 支出について，特定運営費交付金に係る支出は計上していない。 
注３） 外部資金には，科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。 
注４） 運営費交付金の額は，平成30年度の額を基礎に試算したものであり，具体的な各事

業年度の運営費交付金の額については，予算編成過程において再計算され決定される。 
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２ 収支計画（平成３１年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

費用の部 ５，６７８ 

経常費用 ５，６７８ 

業務費 ４，７４５ 

教育研究等経費 ７５２ 

外部資金等経費 ２２３ 

人件費 ３，７６９ 

一般管理費 ６５３ 

財務費用 ８ 

雑損 ０ 

減価償却費 ２７０ 

臨時損失 ０ 

 

 

区      分 金     額 

収入の部 ５，６７８ 

経常収益 ５，６７８ 

運営費交付金収益 ３，５６１ 

学生納付金収益 １，６７５ 

外部資金等収益 １０８ 

補助金等収益 １１５ 

資産見返運営費交付金戻入 １０３ 

資産見返物品受贈額戻入 １６ 

財務収益 ０ 

雑益 ９９ 

臨時利益 ０ 

純利益 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益 ０ 

注１）収支計画と予算との額の違いは，資産取得及び減価償却に係るものである。 
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３ 資金計画（平成３１年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

資金支出 １０，４８５ 

業務活動による支出 ５，３９９ 

投資活動による支出 ４，９２８ 

財務活動による支出 １５８ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 １０，４８５ 

業務活動による収入 ５，５５８ 

学生納付金収入 １，６７５ 

外部資金収入 １０８ 

運営費交付金収入 ３，６６９ 

雑収入 １０６ 

投資活動による収入 ２，２４２ 

財務活動による収入 ２，６８４ 

注）資金計画と予算との額の違いは，資金運用に係るものである。 

 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額  
 

(１) 短期借入金の限度 
 

    ５億円 
 

(２) 想定される理由 
 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れることが想定される。 
 

 

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画  

   

なし 

 

 

 Ⅸ 剰余金の使途  
   

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 
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Ⅹ 県の規則で定める業務運営に関する事項  
 

１ 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する

計画 
 
 前中期目標期間繰越積立金は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項 
 

   なし 

    
 


